
【電子申請マニュアル】軽度者に対する指定（介護予防）福祉用具貸与に係る届出
※画面は開発中のものです。一部異なる場合があります。

1 町田市ホームページ「軽度者に対する福祉用具貸与について（介護保険）」から、

電子申請ページにアクセスしてください。

町田市ホームページ： https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/kaigo/business/fukushiyogu/yogu_taiyo.html

電子申請ページ　　： https://ttzk.graffer.jp/city-machida/smart-apply/apply-procedure-alias/keidosyafukushiyougu 

2 電子申請ページからグラファーのアカウントでログイン、もしくはアカウントを

新規作成し、ログインしてください。

ログイン方法、アカウント作成方法については、下記リンクからご確認ください。

　 ログイン方法　　　： https://graffer.jp/faq/irrgl8

アカウント作成方法： https://graffer.jp/faq/wh3fgw

※アカウント登録がなくても、メールアドレス認証によりゲスト利用が可能ですが、入力内容の一時保存や

　送信履歴の確認等、一部機能が制限されます。

※ログイン方法、アカウント作成方法に関するお問い合わせは、㈱グラファーへお願いします。

3 利用規約をご確認いただき、同意欄にチェックを入れてください。

「申請に進む」が有効になりますので、選択してください。

https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/kaigo/business/fukushiyogu/yogu_taiyo.html
https://ttzk.graffer.jp/city-machida/smart-apply/apply-procedure-alias/keidosyafukushiyougu
https://graffer.jp/faq/irrgl8
https://graffer.jp/faq/wh3fgw


4 申請者（担当ケアマネジャー）の情報を入力してください。

入力が完了すると「一次保存して、次へ進む」が有効になりますので、選択してください。

法人情報は、法人名や法人番号から検索して自動入力することも可能です。

メールアドレス欄には、ログインしているアカウントに

紐づいたメールアドレスが自動入力されます。



5 被保険者情報を入力してください。



6 要介護度を選択してください。

該当の要介護度をお選びいただき、認定有効期間を入力してください。

なお、認定申請中の場合、認定有効期間の入力は不要です。（認定有効期間の入力欄は非表示になります。）

7 ケアプランの作成日を入力してください。

カレンダーアイコンを選択し、カレンダーから日付

を選択することも可能です。



8 貸与の対象品目を選択してください。

※「車いす及び車いす付属品」「移動用リフト（昇降座椅子・立ち上がり補助椅子除く）」のみの場合については、

　サービス担当者会議等で必要性が認められた場合、届出は不要です。

※上記以外の品目についても、直近の認定調査の結果が、別表1の「該当する基本調査の結果」にあてはまる場合、

　届出は不要です。

　別表1： https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/kaigo/business/fukushiyogu/yogu_taiyo.files/beppyou1-2.pdf

9 主治医意見の確認方法、内容を入力してください。

⑴ 医師から聴取した所見を記入する場合

「医師から所見を聴取」を選択することで、所見を入力することができます。

対象品目の入力欄を選択すると、選択肢が表示さ

れます。該当するものを選択してください。

4品目め以降を入力したい場合は、申請ページ最

後の特記事項欄に入力してください。

https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/kaigo/business/fukushiyogu/yogu_taiyo.files/beppyou1-2.pdf


⑵ 主治医意見書を取得した場合

「主治医意見書」を選択すると、意見書のデータをアップロードすることができます。

PDFデータ等にして、ファイルをアップロードしてください。

10 主治医意見の確認日、主治医の情報を入力してください。

「ファイルを選択」を選択すると、申請端末のファイル

サーバーから、該当ファイルを添付することができます。

アップロード後も、確認や削除が可能です。

カレンダーアイコンを選択し、カレン

ダーから日付を選択することも可能で

す。



11 利用者の状態像の判断基準を選択してください。

※「利用者等告示第31号」とは、別表1のことです。

12 ケアプランを添付してください。

本人同意欄に署名のあるケアプランを、PDFにして添付してください。

署名のあるケアプランのPDF化が難しい場合は、署名箇所をスマートフォン等で写真に撮ったものを、

ケアプランとは別に添付することも可能です。

※同意欄に署名のないケアプランでの届出は認められません。

「ファイルを選択」を選択すると、申請端末のファ

イルサーバーから、該当ファイルを添付することが

できます。

アップロード後も、確認や削除が可能です。



13 特記事項や、貸与品目の4品目め以降がある場合は入力してください。

14 全ての項目が完了したら、「一時保存して、次へ進む」を選択してください。

入力内容に不備があると、以下のようにエラー表示がされ

ます。

その場合は不備のある項目が赤く表示されますので、修正

をお願いいたします。



15 申請内容を確認してください。

内容に問題がなければ、「この内容で申請する」を選択してください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

16 申請は完了です。

ご登録いただいたメールアドレスに申請完了メールが自動配信されますので、ご確認ください。

町田市の確認後、同じメールアドレス宛に、受理完了メール、承認通知メールが送付されます。

また承認通知は、グラファー経由で送付いたします。メールが届きましたら必ずダウンロードしていただき、

保存してください。

内容に不備があった場合、担当ケアマネジャーにご連絡いたします。届出内容をグラファー経由で差し戻しますので、

内容をご修正のうえ、再度届出をお願いいたします。

修正がある場合は、各項目「編集」から修正が可能です。

「完了する」を選択すると、修正が完了します。


